
報第１号 

 

専決事項の報告について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害

賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年２月２１日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

はまなし学園バスの運行中の事故による損害賠償の額の決定について、地方自治法

第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告する

ものである。



専第１号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

令和７年１月１５日に酒田市新町字光ケ丘地内で発生したはまなし学園バスの運

行中の事故に関する損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年１月３１日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

被害者及び被害物件 事故発生場所 被 害 状 況 損害賠償金額 

○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ 

（車両） 

 

酒田市新町字光ケ

丘３３番地の２６ 

酒田市武道館駐車

場 

フロントバンパー

損傷 

１８０，３５６円 

 



議第１０号 

 

酒田市職員の給与の特例に関する条例の廃止について 

 

酒田市職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例を次のように制定する。 

 

令和７年２月２１日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子    

 

 

酒田市職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例 

 

酒田市職員の給与の特例に関する条例（平成１７年条例第２１６号）は、廃

止する。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 平成２１年までに実施された職員の管理職手当の時限的減額に関する規定を

廃止するため、条例を廃止するものである。 



議第１１号 

 

酒田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 

酒田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

  令和７年２月２１日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子    

 

 

酒田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

酒田市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年条例第１２０号）の一

部を次のように改正する。 

 

第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の１条を加える。 

（審議会の設置等） 

第１６条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する

ため、酒田市災害弔慰金等支給審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員６人以内をもって組織する。 

３ 審議会の委員は、医師、弁護士、市職員その他市長が必要と認める者のう

ちから、市長が委嘱又は任命する。 

４ 委員の任期は、調査審議の必要の都度、市長が別に定める。 

５ 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

６ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

７ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名す

る委員が、その職務を代理する。 

８ 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

９ 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

１０ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

１１ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後



も同様とする。  

１２ 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

１３ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議する酒田市災害弔慰金等支給審

議会を設置するため、所要の改正を行うものである。 



議第１２号 

 

酒田市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 

酒田市手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

令和７年２月２１日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子    

 

 

酒田市手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

酒田市手数料条例の一部を改正する条例（令和７年条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 

 別表第１ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に

基づく建築物の確認の申請又は同法第１８条第２項の規定に基づく建築物の計

画の通知に対する審査の項の改正規定中「第１条第１項第２号イ (2)及びロ

(2)」の次に「又は第１０条第２号イ(2)及びロ(2)」を加え、同項の改正規定

の次に次のように加える。 

別表第１ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定

に基づく建築物の確認の申請又は同法第１８条第２項の規定に基づく建築物

の計画の通知に対する審査の項の次に次のように加える。 

建築基準法第８７条

の４において準用す

る同法第６条第１項

の規定に基づく建築

設備の確認の申請又

は同法第８７条の４

において準用する同

法第１８条第２項の

規定に基づく建築設

備の計画の通知に対

する審査 

建築設備に

関する確認

申請手数料

又は計画通

知手数料 

確認済証の交付を受けた建築設備の計

画の変更をして建築設備を設置する場

合にあっては６，０００円（小荷物専

用昇降機 に係る ものにあ っては、 

４，０００円）、その他の建築設備を

設置する場合にあっては１０，０００

円（小荷物専用昇降機に係るものにあ

っては、５，０００円） 

 



 別表第１ 建築基準法第７条第１項の規定に基づく建築物に関する検査の申

請又は同法第１８条第１７項の規定に基づく建築物に関する完了の通知に対す

る審査の項手数料額の欄第２号の改正規定中「改める。」を「改め、同項の次

に次のように加える。 

建築基準法第８７条

の４において準用す

る同法第７条第１項

の規定に基づく建築

設備の完了検査の申

請又は同法第８７条

の４において準用す

る同法第１８条第 

２０項の規定に基づ

く建築設備の工事の

完了の通知に対する

検査 

建築設備に

関する完了

検査申請手

数料又は工

事完了通知

手数料 

１５，０００円（小荷物専用昇降機

に係るものにあっては、９，０００

円） 

」 

に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 建築基準法等の一部改正に伴い、建築設備の確認申請手数料等を新たに追加

するなど、所要の改正を行うものである。 



議第１３号 

 

請負契約の締結について 

 

 本市は、公共施設等ＬＥＤ化改修業務（ＥＳＣＯ事業）の請負契約を下記のと

おり締結するものとする。 

 

  令和７年２月２１日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  公共施設等ＬＥＤ化改修業務（ＥＳＣＯ事業） 

２ 契 約 の 方 法  随意契約（公募型プロポーザル方式） 

３ 契 約 の 金 額  ５億１，０２８万２，０３６円 

４ 契約の相手方  宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 

          東芝エレベータ株式会社共同事業体 

          代表者 東芝エレベータ株式会社東北支社 

支社長 石 田 竜 治 

５ 履 行 期 間  契約締結の日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 公共施設等ＬＥＤ化改修業務（ＥＳＣＯ事業）の請負契約を締結するため、議

会の議決を求めるものである。 



議第１４号 

 

庄内広域行政組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、  

庄内広域行政組合の共同処理する事務に地方独立行政法人法（平成１５年法律

第１１８号）に基づく公立大学法人の設立及び同法の規定により設立団体が行

うこととされる事項に関する事務を加え、同組合規約を次のとおり変更するこ

とについて、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年２月２１日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

庄内広域行政組合規約の一部を変更する規約 

 

 庄内広域行政組合規約（昭和４７年指令地第６４２号）の一部を次のように

変更する。 

 

 第３条に次の１号を加える。 

(6) 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）に基づく公立大学法

人の設立及び同法の規定により設立団体が行うこととされる事項に関す

る事務 

 

   附 則 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規

定に基づく山形県知事の許可があった日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 公立大学法人の設立に関し、庄内広域行政組合の共同処理する事務及び同組

合規約を変更することについて、地方自治法第２８６条第１項の規定により協

議するため、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものである。 



議第１５号  

 

三川町との庄内北部定住自立圏形成協定の変更について  

 

 本市は、三川町との間において締結した庄内北部定住自立圏形成協定を

次のとおり変更するものとする。  

 

  令和７年２月２１日提出  

 

 

酒田市長 矢 口  明  子     

 

 

 庄内北部定住自立圏形成協定の一部を次のように変更する。 

 

別表第１ １ 医療 (1) 休日及び夜間における診療体制の充実の表中 

「 

圏域内の休日及び夜間の診療体制確保のため、甲が開設する「酒田

市休日診療所」及び日本海総合病院において酒田地区医師会の協力

により実施する「平日夜間診療事業」の維持継続とともに、圏域内

の住民に対し、これら初期救急医療施設の適正な利用に関する普及

啓発を図る。 

」 

を 

「  

圏域内の休日及び夜間の診療体制確保のため、休日診療及び平日夜

間診療の初期救急医療体制を維持継続するにあたり、必要な支援を

行う。また、圏域内の住民に対し、これら初期救急医療施設の適正

な利用に関する普及啓発を図る。 

」 

に改める。 

 別表第１ ３ 教育中 (2) 文化振興事業の推進の表を削り、(3) 生涯学

習・社会教育事業の相互利用の表を (2) 生涯学習・社会教育事業の相互利

用の表とし、(4) 文化財の保護及び利活用の推進の表を削る。 

 別表第１中 ４ 産業の表を削り、３ 教育の表の次に次の１表を加え

る。 

 



４ 防災 

 消防防災・災害対応体制の充実 

取組みの内容 圏域内の消防防災体制及び災害発生時の対応充実を図る

ため、圏域内で情報を共有しながら、災害発生時に、そ

の被災を最小限に抑えるとともに、避難者支援の充実に

取り組む。 

甲の役割 甲は、関係団体と連携を図りながら、乙と連携して情報

の共有化に努めるとともに、災害発生時には乙と連携し

て災害対応と避難者等の支援を行う。 

乙の役割 乙の関係団体と連携を図りながら、甲と連携して情報の

共有化に努めるとともに、災害発生時には甲と連携して

災害対応と避難者等の支援を行う。 

別表第１ ５ その他 (4) 国際交流サロンの広域利用の表及び (5) 消

防防災・災害対応体制の充実の表を削る。  

別表第２ １ 交通インフラの整備の表及び ２ 地域公共交通の表を次

のように改める。 

１ 地域公共交通 

地域公共交通ネットワークの構築 

取組みの内容 圏域内住民の日常生活の利便性の向上及び交流人口の拡

大を図るため、新たな地域公共交通の導入の検討を行う

とともに、地域間幹線として酒田市・三川町間を結ぶ路

線の維持を図る。 

甲の役割 乙及び関係機関と連携を図りながら、住民の日常生活の

移動手段の確保及び交流人口の拡大を図るため、地域公

共交通網の拡充に向けた検討を行う。 

乙の役割 甲及び関係機関と連携を図りながら、住民の日常生活の

移動手段の確保及び交流人口の拡大を図るため、地域公

共交通網の拡充に向けた検討を行う。 

 ２ 道路等の交通インフラの整備 

(1) 道路・鉄道等インフラ整備の推進 

取組みの内容 圏域内の住民の利便性や物流機能の向上を図るため、道

路や鉄道の交通アクセスの確保と強化等、圏域のネット

ワーク化に繋がる交通網の整備を推進する。 

甲の役割 国道等の高規格化の推進等、交通機能の整備促進に係る

関係機関への働きかけや早期実現に向けた活動を展開

し、圏域の交通インフラ整備を推進するうえで、中心的

な役割を担う。 



乙の役割 甲と連携し、国道等の高規格化の推進等、交通機能の整

備促進に係る関係機関への働きかけや早期実現に向けた

活動を展開し、圏域の交通インフラ整備をともに推進す

る。 

(2) 市町道ネットワークの向上 

取組みの内容 圏域内の地域間ネットワークの安全な通行確保を図るた

め、除雪における路線交換により、効率化及び低コスト

化を図る。 

甲の役割 行政区域に跨る道路について、乙との協議調整を経て除

雪計画の策定を行い、安全な地域間ネットワーク確保の

ために計画的で効率的な維持管理を行う。 

乙の役割 行政区域に跨る道路について、甲との協議調整を経て除

雪計画の策定を行い、安全な地域間ネットワーク確保の

ために計画的で効率的な維持管理を行う。 

別表第２中 ３ その他の表を ４ その他の表とし、２ 道路等の交通

インフラの整備の表の次に次の１表を加える。 

３ 地域内外の住民との交流・移住促進 

  国際交流サロンの広域利用 

取組みの内容 圏域内の外国出身者が暮らしやすい環境づくりを進める

ため、甲が設置する酒田市国際交流サロンについて、甲

及び乙の住民を対象に事業を実施する。 

甲の役割 酒田市国際交流サロンで実施する事業について、乙の住

民も利用できるようにするとともに、取組みの調整を図

る。 

乙の役割 乙の住民に対して、酒田市国際交流サロンの利用に関す

る周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由）  

 三川町との間において締結した庄内北部定住自立圏形成協定を変更する

ため、酒田市議会の議決事件に関する条例第２条第２号の規定により、

議会の議決を求めるものである。  



議第１６号  

 

庄内町との庄内北部定住自立圏形成協定の変更について  

 

 本市は、庄内町との間において締結した庄内北部定住自立圏形成協定を

次のとおり変更するものとする。  

 

  令和７年２月２１日提出  

 

 

酒田市長 矢 口  明  子     

 

 

 庄内北部定住自立圏形成協定の一部を次のように変更する。 

 

別表第１ １ 医療 (1) 休日及び夜間における診療体制の充実の表中 

「 

圏域内の休日及び夜間の診療体制確保のため、甲が開設する「酒田

市休日診療所」及び日本海総合病院において酒田地区医師会の協力

により実施する「平日夜間診療事業」の維持継続とともに、圏域内

の住民に対し、これら初期救急医療施設の適正な利用に関する普及

啓発を図る。 

」 

を 

「  

圏域内の休日及び夜間の診療体制確保のため、休日診療及び平日夜

間診療の初期救急医療体制を維持継続するにあたり、必要な支援を

行う。また、圏域内の住民に対し、これら初期救急医療施設の適正

な利用に関する普及啓発を図る。 

」 

に改める。 

 別表第１ ３ 教育中 (2) 文化振興事業の推進の表を削り、(3) 生涯学

習・社会教育事業の相互利用の表を (2) 生涯学習・社会教育事業の相互利

用の表とし、(4) 文化財の保護及び利活用の推進の表を削る。 

 



 別表第１中「４ 産業」を「４ 産業振興」に改める。 

別表第１ ４ 産業振興中 (2) 企業振興、企業誘致等の推進の表を削り、

(3) 高校生の地元定着の促進の表を (2) 高校生の地元定着の促進の表とし、

(4) 育苗施設の広域利用の表を (3) 育苗施設の広域利用の表とする。 

 別表第１ ５ その他 (4) 国際交流サロンの広域利用の表及び (5) 消

防防災・災害対応体制の充実の表を削る。 

別表第１中 ５ その他の表を ６ その他の表とし、４ 産業振興の表

の次に次の１表を加える。 

５ 防災 

 消防防災・災害対応体制の充実 

取組みの内容 圏域内の消防防災体制及び災害発生時の対応充実を図る

ため、圏域内で情報を共有しながら、災害発生時に、そ

の被災を最小限に抑えるとともに、避難者支援の充実に

取り組む。 

甲の役割 甲は、関係団体と連携を図りながら、乙と連携して情報

の共有化に努めるとともに、災害発生時には乙と連携し

て災害対応と避難者等の支援を行う。 

乙の役割 乙の関係団体と連携を図りながら、甲と連携して情報の

共有化に努めるとともに、災害発生時には甲と連携して

災害対応と避難者等の支援を行う。 

 別表第２ １ 交通インフラの整備の表及び ２ 地域公共交通の表を次

のように改める。 

１ 地域公共交通 

地域公共交通ネットワークの構築 

取組みの内容 圏域内住民の日常生活の利便性の向上及び交流人口の拡

大を図るため、新たな地域公共交通の導入の検討を行

う。 

甲の役割 乙及び関係機関と連携を図りながら、住民の日常生活の

移動手段の確保及び交流人口の拡大を図るため、地域公

共交通網の拡充に向けた検討を行う。 

乙の役割 甲及び関係機関と連携を図りながら、住民の日常生活の

移動手段の確保及び交流人口の拡大を図るため、地域公

共交通網の拡充に向けた検討を行う。 



 ２ 道路等の交通インフラの整備 

(1) 道路・鉄道等インフラ整備の推進 

取組みの内容 圏域内の住民の利便性や物流機能の向上を図るため、道

路や鉄道の交通アクセスの確保と強化等、圏域のネット

ワーク化に繋がる交通網の整備を推進する。 

甲の役割 国道等の高規格化の推進等、交通機能の整備促進に係る

関係機関への働きかけや早期実現に向けた活動を展開

し、圏域の交通インフラ整備を推進するうえで、中心的

な役割を担う。 

乙の役割 甲と連携し、国道等の高規格化の推進等、交通機能の整

備促進に係る関係機関への働きかけや早期実現に向けた

活動を展開し、圏域の交通インフラ整備をともに推進す

る。 

(2) 市町道ネットワークの向上 

取組みの内容 圏域内の地域間ネットワークの安全な通行確保を図るた

め、除雪における路線交換により、効率化及び低コスト

化を図る。 

甲の役割 行政区域に跨る道路について、乙との協議調整を経て除

雪計画の策定を行い、安全な地域間ネットワーク確保の

ために計画的で効率的な維持管理を行う。 

乙の役割 行政区域に跨る道路について、甲との協議調整を経て除

雪計画の策定を行い、安全な地域間ネットワーク確保の

ために計画的で効率的な維持管理を行う。 

別表第２中 ３ その他の表を ４ その他の表とし、２ 道路等の交通

インフラの整備の表の次に次の１表を加える。 

３ 地域内外の住民との交流・移住促進 

  国際交流サロンの広域利用 

取組みの内容 圏域内の外国出身者が暮らしやすい環境づくりを進める

ため、甲が設置する酒田市国際交流サロンについて、甲

及び乙の住民を対象に事業を実施する。 

甲の役割 酒田市国際交流サロンで実施する事業について、乙の住

民も利用できるようにするとともに、取組みの調整を図

る。 



乙の役割 乙の住民に対して、酒田市国際交流サロンの利用に関す

る周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由）  

 庄内町との間において締結した庄内北部定住自立圏形成協定を変更する

ため、酒田市議会の議決事件に関する条例第２条第２号の規定により、

議会の議決を求めるものである。  



議第１７号  

 

遊佐町との庄内北部定住自立圏形成協定の変更について  

 

 本市は、遊佐町との間において締結した庄内北部定住自立圏形成協定を

次のとおり変更するものとする。  

 

  令和７年２月２１日提出  

 

 

酒田市長 矢 口  明  子     

 

 

 庄内北部定住自立圏形成協定の一部を次のように変更する。 

 

別表第１ １ 医療 (1) 休日及び夜間における診療体制の充実の表中 

「 

圏域内の休日及び夜間の診療体制確保のため、甲が開設する「酒田

市休日診療所」及び日本海総合病院において酒田地区医師会の協力

により実施する「平日夜間診療事業」の維持継続とともに、圏域内

の住民に対し、これら初期救急医療施設の適正な利用に関する普及

啓発を図る。 

」 

を 

「  

圏域内の休日及び夜間の診療体制確保のため、休日診療及び平日夜

間診療の初期救急医療体制を維持継続するにあたり、必要な支援を

行う。また、圏域内の住民に対し、これら初期救急医療施設の適正

な利用に関する普及啓発を図る。 

」 

に改める。 

 別表第１ ３ 教育中 (2) 文化振興事業の推進の表を削り、(3) 生涯学

習・社会教育事業の相互利用の表を (2) 生涯学習・社会教育事業の相互利

用の表とし、(4) 文化財の保護及び利活用の推進の表を削る。 

 別表第１中「４ 産業」を「４ 産業振興」に改める。 

別表第１ ４ 産業振興中 (2) 企業振興、企業誘致等の推進の表を削り、



(3) 創業の促進の表を (2) 創業の促進の表とし、(4) 高校生の地元定着の

促進の表を (3) 高校生の地元定着の促進の表とする。 

 別表第１ ５ その他 (4) 国際交流サロンの広域利用の表から(6) 消防

防災・災害対応体制の充実の表までを削る。 

別表第１中 ５ その他の表を ７ その他の表とし、４ 産業振興の表

の次に次の２表を加える。 

５ 環境 

森林環境の保全 

取組みの内容 圏域内の森林における松くい虫の被害を防止するため、

当該被害に対する防除体制の確立を図り、必要に応じて

連携した被害調査及び防除対策を行う。 

甲の役割 甲の関係住民と連携を図りながら、乙と松くい虫被害及

び防除に関する情報交換を行うとともに、必要に応じ

て、乙と協調して松くい虫の被害調査及び防除対策を行

う。 

乙の役割 乙の関係住民と連携を図りながら、甲と松くい虫被害及

び防除に関する情報交換を行うとともに、必要に応じ

て、甲と協調して松くい虫の被害調査及び防除対策を行

う。 

６ 防災 

 消防防災・災害対応体制の充実 

取組みの内容 圏域内の消防防災体制及び災害発生時の対応充実を図る

ため、圏域内で情報共有しながら、災害発生時に、その

被災を最小限に抑えるとともに、避難者支援の充実に取

り組む。 

甲の役割 甲は関係団体と連携を図りながら、乙と連携して情報の

共有化に努めるとともに、災害発生時には乙と連携して

災害対応と避難者等の支援を行う。 

乙の役割 乙の関係団体と連携を図りながら、甲と連携して情報の

共有化に努めるとともに、災害発生時には甲と連携して

災害対応と避難者等の支援を行う。 

 別表第２ １ 交通インフラの整備の表及び ２ 地域公共交通の表を次

のように改める。 

１ 地域公共交通 

地域公共交通ネットワークの構築 



取組みの内容 圏域内住民の日常生活の利便性の向上及び交流人口の拡

大を図るため、新たな地域公共交通の導入の検討を行

う。 

甲の役割 乙及び関係機関と連携を図りながら、住民の日常生活の

移動手段の確保及び交流人口の拡大を図るため、地域公

共交通網の拡充に向けた検討を行う。 

乙の役割 甲及び関係機関と連携を図りながら、住民の日常生活の

移動手段の確保及び交流人口の拡大を図るため、地域公

共交通網の拡充に向けた検討を行う。 

 ２ 道路等の交通インフラの整備 

(1) 道路・鉄道等インフラ整備の推進 

取組みの内容 圏域内の住民の利便性や物流機能の向上を図るため、道

路や鉄道の交通アクセスの確保と強化等、圏域のネット

ワーク化に繋がる交通網の整備を推進する。 

甲の役割 国道等の高規格化の推進等、交通機能の整備促進に係る

関係機関への働きかけや早期実現に向けた活動を展開

し、圏域の交通インフラ整備を推進するうえで、中心的

な役割を担う。 

乙の役割 甲と連携し、国道等の高規格化の推進等、交通機能の整

備促進に係る関係機関への働きかけや早期実現に向けた

活動を展開し、圏域の交通インフラ整備をともに推進す

る。 

(2) 市町道ネットワークの向上 

取組みの内容 圏域内の地域間ネットワークの安全な通行確保を図るた

め、トンネル点検の協調実施により、効率化及び低コス

ト化を図る。 

甲の役割 行政区域に跨る道路について、乙との協議調整を経てト

ンネル点検の協調実施を行い、安全な地域間ネットワー

ク確保のために計画的で効率的な維持管理を行う。 

乙の役割 行政区域に跨る道路について、甲との協議調整を経てト

ンネル点検の協調実施を行い、安全な地域間ネットワー

ク確保のために計画的で効率的な維持管理を行う。 

別表第２中 ３ その他の表を ４ その他の表とし、２ 道路等の交通

インフラの整備の表の次に次の１表を加える。 

３ 地域内外の住民との交流・移住促進 



  国際交流サロンの広域利用 

取組みの内容 圏域内の外国出身者が暮らしやすい環境づくりを進める

ため、甲が設置する酒田市国際交流サロンについて、甲

及び乙の住民を対象に事業を実施する。 

甲の役割 酒田市国際交流サロンで実施する事業について、乙の住

民も利用できるようにするとともに、取組みの調整を図

る。 

乙の役割 乙の住民に対して、酒田市国際交流サロンの利用に関す

る周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由）  

 遊佐町との間において締結した庄内北部定住自立圏形成協定を変更する

ため、酒田市議会の議決事件に関する条例第２条第２号の規定により、

議会の議決を求めるものである。  



議第１８号 

 

物品の取得について 

 

本市は、校務用パソコンを更新するため、下記のとおり取得するものとする。 

 

令和７年２月２１日提出 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

記 

 

１ 取得の目的  校務用パソコンの購入 

２ 取 得 物 品  校務用パソコン ３７１台 

３ 取得の方法  条件付き一般競争入札による取得 

４ 取得の金額  ５，７９５万２００円 

５ 取得の相手方  酒田市京田二丁目６９番８号 

          株式会社管理システム 

          代表取締役  今 野  修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

校務用パソコンを更新し取得するため、議会の議決を求めるものである。 



議第１９号 

 

物品の取得について 

 

本市は、小学校及び中学校の教師用指導書を購入するため、下記のとお

り取得するものとする。 

 

令和７年２月２１日提出 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

記 

 

１ 取得の目的  教師用指導書（小学校及び中学校）の購入 

２ 取 得 物 品  教師用指導書（小学校及び中学校） 約９９１冊 

３ 取得の方法  随意契約による取得 

４ 取得予定総額  ３，６９８万円（単価契約） 

５ 取得の相手方  酒田市みずほ二丁目１９番地の１０ 

          株式会社八文字屋みずほ八文字屋 

          店長 髙 橋 和 美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

小学校及び中学校の教師用指導書を取得するため、議会の議決を求めるものである。 



議第２０号 

 

請負契約の締結について 

 

 本市は、八幡体育館改築工事（建築工事）の請負契約を下記のとおり締結する

ものとする。 

 

  令和７年２月２１日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  八幡体育館改築工事（建築工事） 

２ 契 約 の 方 法  条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）による契約 

３ 契 約 の 金 額  ６億４，１３０万円 

４ 契約の相手方  酒田市幸町一丁目６番６号 

林・菅原特定建設工事共同企業体 

代表者 林建設工業株式会社 

               代表取締役社長 林 浩一郎 

５ 工    期  契約締結の日から令和８年３月２５日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 八幡体育館改築工事（建築工事）の請負契約を締結するため、議会の議決を求

めるものである。 



議第２１号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和３７年法律第８８号）第３条第８項の規定により、飛島辺地及び日向辺

地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり変更するものとする。 

 

令和７年２月２１日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 飛島辺地及び日向辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更するため、議

会の議決を求めるものである。 



飛島辺地に係る総合整備計画書（第５次変更） 
 

山形県酒田市飛島辺地           

（辺地の人口 １５０人  面積２．７ｋ㎡） 

 

 

１ 辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    酒田市飛島字勝浦、字中村、字法木 

 （２）辺地の中心の位置          酒田市飛島字勝浦甲６９番地 

 （３）辺地度点数             １８６点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

飛島は酒田の北西約３９ｋｍの洋上に位置し、周囲約１０．２ｋｍ、面積２．７ｋ㎡

の孤島で、勝浦、中村、法木の３集落からなり、島民の多くは漁業と観光業により生計

を立てている。 

昭和３０年に離島振興法の指定を受けてから、電気水道、教育、医療、定期航路等本

土並みの社会資本、公共施設整備という観点から公共投資を行ってきた。その結果、住

民生活の安全性・利便性・効率性は向上し、成果を上げてきている。 

しかし、離島としての地理的条件の不利等から、人口の減少に歯止めをかけるに至っ

ておらず、一層の産業振興や生活環境整備等を図っていかなければならない状況にある。 

 飛島の玄関口であるとびしまマリンプラザに、観光交流及び日常生活支援の拠点とな

る機能を整備し、観光産業の振興と日常生活の利便性の向上を図るとともに、施設内の

雨漏りを修繕する必要がある。また、島民及び観光客の憩いの場として、島内散策の要

所に休憩場所を整備する必要がある。 

 飛島の情報通信環境を改善するため、飛島と本土の間に海底光ファイバケーブルを整

備することに伴い、通信事業者による超高速インターネット接続サービスの提供に不可

欠な電気通信設備の整備を支援する必要がある。また、観光客の利便性や地域の防災力

の向上を図るため、島内の観光及び防災の拠点に公衆無線ＬＡＮ環境を整備する必要が

ある。 

 さらに、島民の安全で安定的な生活環境を保持するために欠かせない飛島簡易水道の

施設については、老朽化の進行により更新が必要となっている。併せて、耐震性を有す

る施設整備を図ることにより、災害に強いライフラインの構築を目指す必要がある。 

以上のことから、下記のとおり整備計画を策定するものである。 



３ 公共的施設の整備計画 

 

  令和３年度から令和７年度までの５年間（変更前） 

（単位：千円） 

施 設 名 
事 業 

主体名 
事業費 

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 

 

備 考 

特定財源 一般財源 

観光又はレクリエーション

に関する施設 

・飛島海の拠点整備事業 

・飛島地区ポケットパーク 

 整備事業 

・とびしまマリンプラザ

管理運営事業 

 

酒田市 

酒田市 

 

酒田市 

 

104,104 

48,560 

 

7,535 

 

0 

4,266 

 

0 

 

104,104 

44,294 

 

7,535 

 

103,900 

44,100 

 

7,500 

 

 

 

 

 

電気通信に関する施設 

・飛島情報通信基盤整備事

業 

・飛島地区無線ＬＡＮ環境 

整備事業 

酒田市 

 

酒田市 

30,140 

 

1,889 

3,456 

 

0 

26,684 

 

1,889 

26,300 

 

1,800 

 

 

 

飲用水供給施設 

・飛島簡易水道施設更新事

業 

酒田市 418,940 209,400 209,540 209,400  

合     計  611,168 217,122 394,046 393,000 
 

 



 

  令和３年度から令和７年度までの５年間（変更後） 

（単位：千円） 

施 設 名 
事 業 

主体名 
事業費 

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 

 

備 考 

特定財源 一般財源 

観光又はレクリエーション

に関する施設 

・飛島海の拠点整備事業 

・飛島地区ポケットパーク 

 整備事業 

・とびしまマリンプラザ

管理運営事業 

 

酒田市 

酒田市 

 

酒田市 

 

104,104 

48,560 

 

7,535 

 

0 

4,266 

 

0 

 

104,104 

44,294 

 

7,535 

 

103,900 

44,100 

 

7,500 

 

 

 

 

 

電気通信に関する施設 

・飛島情報通信基盤整備事

業 

・飛島地区無線ＬＡＮ環境 

整備事業 

酒田市 

 

酒田市 

43,340 

 

1,889 

10,056 

 

0 

33,284 

 

1,889 

32,900 

 

1,800 

増額 

 

 

飲用水供給施設 

・飛島簡易水道施設更新事

業 

酒田市 418,940 209,400 209,540 209,400  

合     計  624,368 223,722 400,646 399,600 
 

 



日向辺地に係る総合整備計画書（第３次変更） 
 

山形県酒田市日向辺地           

（辺地の人口 １６０人  面積１．８ｋ㎡） 

 

 

１ 辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    酒田市升田、草津字湯ノ台、草津字藤平台 

 （２）辺地の中心の位置          酒田市升田字野向２番地の３ 

 （３）辺地度点数             ２９７点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

   日向辺地は、市街地より約２７ｋｍ、中学校のある八幡地域の中心地、観音寺より約１２

ｋｍ東北東に位置し、日向川の流域に集落をなす升田と鳥海山麓の開拓地である大台野と湯

ノ台の３つの集落で構成されている。 

   この地域は、特別豪雪地帯に指定されているように、冬期間の積雪、寒冷等により住民生

活、産業等あらゆる分野において支障があることから、一層の産業振興や生活環境整備等を

図っていかなければならない状況にある。 

 鳥海高原地区の観光施設については、各施設に給水している専用水道の設備が老朽化して

おり、更新を行う必要がある。併せて、緩速ろ過処理直後の濁度を常時監視し感染リスクの

軽減を図るため、濁度計を更新する必要がある。また、経年劣化している高圧変電設備の更

新及び浴室の改修を行う必要がある。さらに、湯ノ台温泉鳥海山荘に設置している空調機器

及び給水ポンプユニットが老朽化しており、更新を行う必要がある。加えて、大台野地区の

除雪を担うロータリー除雪車が老朽化しており交換部品の製造も終了したため、更新を行う

必要がある。 

   以上のことから、下記のとおり整備計画を策定するものである。 



３ 公共的施設の整備計画 

 

   令和３年度から令和７年度までの５年間（変更前） 

   （単位：千円） 

施 設 名 
事 業 

主体名 
事業費 

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 

備 考 

特定財源 一般財源 

観光又はレクリエーション

に関する施設 

・鳥海高原観光レクリエー 

 ション地区給水施設配水 

 池水位計更新事業 

・鳥海高原地区観光施設高 

 圧変電設備更新・浴室改 

 修事業 

・鳥海山荘空調更新事業 

 

 

酒田市 

 

 

酒田市 

 

 

酒田市 

 

 

1,874 

 

 

9,115 

 

 

4,917 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1,874 

 

 

9,115 

 

 

4,917 

 

 

1,800 

 

 

9,100 

 

 

4,900 

 

 

 

 

合     計  15,906 0 15,906 15,800  

 

令和３年度から令和７年度までの５年間（変更後） 

   （単位：千円） 

施 設 名 
事 業 

主体名 
事業費 

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 

備 考 

特定財源 一般財源 

観光又はレクリエーション

に関する施設 

・鳥海高原観光レクリエー 

 ション地区給水施設配水 

 池水位計更新・濁度計更新

事業 

・鳥海高原地区観光施設高 

 圧変電設備更新・浴室改 

 修事業 

・鳥海山荘空調更新・ポンプ

ユニット修繕事業 

除雪機械 

・単独除雪機械更新事業 

 

 

酒田市 

 

 

 

酒田市 

 

 

酒田市 

 

 

酒田市 

 

 

17,824 

 

 

 

9,115 

 

 

130,550 

 

 

66,000 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

17,824 

 

 

 

9,115 

 

 

130,550 

 

 

66,000 

 

 

17,600 

 

 

 

9,100 

 

 

130,400 

 

 

66,000 

 

 

増額 

 

 

 

 

 

 

増額 

 

 

追加 

合     計  223,489 0 223,489 223,100  
 



議第２２号 

 

酒田市道路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次のとお

り市道の路線を廃止する。 

 

令和７年２月２１日提出  

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

整理

番号  
路 線 名 起   点 終   点 

重 要 な 

経 過 地 

１ 上安田２号線 安田字一の上５６－２ 上安田字木ノ下１０－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

県道路事業に伴う周辺路線の再編を行うため、市道路線を廃止することについ

て、道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるものである。 



-　1　-

廃止路線位置図
議第２２号資料

１．上安田2号線
◎

◎

平田総合支所

◎

八幡総合支所

◎

松山総合支所

酒田市役所



-
2
-

廃止路線位置図

諏訪神社

１．上安田2号線

上安田

議第２２号資料



議第２３号 

 

酒田市道路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとおり

市道の路線を認定する。 

 

令和７年２月２１日提出  

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

整理

番号  
路 線 名 起   点 終   点 

重 要 な 

経 過 地 

１ 上村６号線 上野曽根字下中割９８－２ 上野曽根字上中割１６３  

２ 上野曽根安田線 上野曽根字上中割３１－１ 安田字一の上３８－２  

３ 上安田２号線 安田字一の上３８－４ 上安田字木ノ下１０－１  

４ 山居橋線 本町一丁目６４－１０ 山居町一丁目７２－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

県道路事業に伴う周辺路線の再編及び山居橋の施設移管のため、市道路線を認

定することについて、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるも

のである。 



-　1　-

議第２３号資料

３．上安田2号線

◎

◎

平田総合支所

◎

八幡総合支所

◎

松山総合支所

２．上野曽根安田線

４．山居橋線

１．上村6号線

認定路線位置図

酒田市役所



-
2
-

認定路線位置図

国道344号

上田コミュニティ

防災センター

１．上村6号線

上野曽根

議第２３号資料

凡 例

認定路線



-
3
-

認定路線位置図

上田コミュニティ

防災センター

２．上野曽根安田線

上野曽根

安田

議第２３号資料

凡 例

認定路線



-
4
-

認定路線位置図

諏訪神社

３．上安田2号線

上安田

議第２３号資料

凡 例

認定路線



-
5
-

認定路線位置図

４．山居橋線

新井田川

山居倉庫

議第２３号資料

凡 例

認定路線



議第２４号 

 

物品の取得について 

 

本市は、除雪ロータリを更新するため、下記のとおり取得するものとする。 

 

令和７年２月２１日提出 

 

酒田市長 矢 口 明 子  

 

 

記 

 

１ 取得の目的  除雪ロータリ（２．２ｍ級）の購入 

２ 取 得 物 品  除雪ロータリ １台 

３ 取得の方法  条件付き一般競争入札による取得 

４ 取得の金額  ５，８６３万８，７００円 

５ 取得の相手方  酒田市両羽町９番地の４ 

          太洋自動車工業株式会社 

          代表取締役  加 藤    成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

除雪ロータリを更新し取得するため、議会の議決を求めるものである。 
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